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渡良瀬遊水池のラムサール条約湿地

登録から5周年を迎え、この間自治体、

民Fo3で渡良瀬遊水地関連の様々な事業・

取組が行われてきました。第2調整池で

は利根用上流河川事務所による湿地保

全・再生事業によって大小さまざまな池

が出現し、同河川事務所や関東地方環境

事務所、地元4市 2町や民間団体による

渡良瀬遊水地保全・ 利活用協議会も設立

され、日本遺産認定申請をめざす動きや
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の取組等、登録前には予想もしていなかった活況を呈しています。しかし、ラムサール

条約湿地である渡良瀬遊水地全体として数十年後に何を目標にするのかという明確なビ

ジ∃ンは存在していません。ラムサール条約はすべての湿地のワイズユース (「賢明な利

用」)を目指していますが、渡良瀬遊水地でのワイズユース実現のためには、国と地方、

自治体P83、 宮民の垣根を越えて、一つの遊水地としての共通の1薔来ビジョンの下での取

組が必要です。

渡良瀬遊水地関係者がより賢明になって垣根を乗り越え、誰もが「私たちの渡良瀬遊

水地」と呼べるような状況にしてい<ために、ラムサール湿地ネットわたらせは、民間

の有志が自由な立場で参画 して意見交換する「わたらせ市民フォーラム」を2019年
4月までに4市 2町すべてを回つて全8回開催し、その成果を踏まえて登録7周年とな

る2019年 7月に渡良瀬遊水地の将来ビジョンを提言するシンポジウムを開催 したい

と考えております。

今回は全8回予定しているフォーラムの第 1回となりますので、遊水地に関心のある

万は菫ってご参加<ださい。意見交換する内容については裏面に記載しております。

ラムサール湿地ネットわたらせ
事務局 〒323-0034小出市神鳥谷1丁目6番19号 浅野正富法律事務所内
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